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「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原

子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補（政府に

よる避難区域等の見直し等に係る損害について）」（案） 

 

平 成 ● 年 ● 月 ● 日  

原 子 力 損 害 賠 償 紛 争 審 査 会 

 

第１ はじめに  

 

１  避難区域等の見直し等の現状 

原子力損害賠償紛争審査会（以下「本審査会」という。）

は、平成２３年８月５日に決定・公表した「東京電力株式会

社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲

の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」という。）

において、政府による避難等の指示等に係る損害の範囲に関

する考え方を示したが、その際、避難区域等の見直し等の状

況の変化に伴い、必要に応じて改めて指針で示すべき事項に

ついて検討することとした。 

その後、政府（原子力災害対策本部）は、同年９月３０日、

緊急時避難準備区域を解除し、その指示及び公示を行った。

また、政府（同本部）は、同年１２月２６日に策定した「ス

テップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直し

に関する基本的考え方及び今後の検討課題について」に基づ

き、現在設定されている避難指示区域を見直し、平成２４年

３月末を一つの目途に新たな避難指示区域を設定することを

予定している。 

他方、いわゆる自主的避難等について、本審査会は、平成

２３年１２月６日に決定・公表した「東京電力株式会社福島

第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定

等 に 関 す る 中 間 指 針 追 補 （ 自 主 的 避 難 等 に 係 る 損 害 に つ い

て）」（以下「第一次追補」という。）において、その損害

の範囲に関する考え方を示した。 

 

(審 26)資料１  
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２ 基本的考え方 

上記の避難区域等の見直し等を踏まえて、この度の中間指

針の追補（以下「第二次追補」という。）においては、中間

指針及び第一次追補の対象となった政府による避難等の指示

等に係る損害、自主的避難等に係る損害等に関し今後の検討

事項とされていたこと等について、現時点で可能な範囲で考

え方を示すこととする。 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子

力発電所における事故（以下「本件事故」という。）とこれ

らの損害との相当因果関係の有無は、最終的には個々の事案

毎に判断すべきものであるが、第二次追補では、本件事故に

係る損害賠償の紛争解決を促すため、賠償が認められるべき

一定の範囲を示すこととする。 

なお、中間指針、第一次追補及び第二次追補で対象とされ

なかったものが直ちに賠償の対象とならないというものでは

なく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と

認められることがあり得る。その際、これらの指針に明記さ

れていない損害についても、個別の事例又は類型毎に、これ

らの指針の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、

その全部又は一定の範囲を賠償の対象とする等、東京電力株

式会社には合理的かつ柔軟な対応が求められる。 

 

 

第２ 政府による避難指示等に係る損害について  

 

１ 避難費用及び精神的損害 

 

 中間指針第３の［損害項目］の２の避難費用及び６の精神

的損害は、中間指針で示したもののほか、次のとおりとする。 

 

(1) 避難指示区域 

 

中間指針第３の［対象区域］のうち、「(1) 避難区域」の



 

- 3 -

①東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０ｋｍ

圏内（平成２３年４月２２日には、原則立入り禁止となる警

戒区域に設定。）及び「(3) 計画的避難区域」については、

平成２４年３月末を一つの目途に、 

①  避難指示解除準備区域（年間積算線量が２０ミリシーベ

ルト以下となることが確実であることが確認された地域） 

②  居住制限区域（年間積算線量が２０ミリシーベルトを超

えるおそれがあり、住民の被曝線量を低減する観点から引

き続き避難を継続することを求める地域） 

③  帰還困難区域（長期間、具体的には５年間を経過しても

なお、年間積算線量が２０ミリシーベルトを下回らないお

そ れ の あ る 、 年 間 積 算 線 量 が ５ ０ ミ リ シ ー ベ ル ト 超 の 地

域） 

という新たな避難指示区域（上記①～③の括弧内は各区域の

基本的考え方）が設定されること（以下「避難指示区域見直

し」という。）等を踏まえ、これらの避難指示区域が設定さ

れた地域（以下単に「避難指示区域」という。）内に本件事

故発生時における生活の本拠としての住居（以下「住居」と

いう。）があった者の避難費用及び精神的損害は、次のとお

りとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）避難指示区域内に住居があった者については、中間指針

第３の［損害項目］の６の「第２期」を避難指示区域見直

しの時点まで延長し、当該時点から終期までの期間を「第

３期」とする。 

Ⅱ）Ⅰ）の第３期において賠償すべき避難費用及び精神的損

害並びにそれらの損害額の算定方法は、原則として、引き

続き中間指針第３の［損害項目］の２及び６で示したとお

りとする。但し、宿泊費等（中間指針第３の［損害項目］

の２の（指針）Ⅰ）の②の「宿泊費等」をいう。以下同じ。）

が 賠 償 の 対 象 と な る 額 及 び 期 間 に は 限 り が あ る こ と に 留

意する必要がある。 
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Ⅲ）Ⅰ）の第３期における精神的損害の具体的な損害額（避

難費用のうち通常の範囲の生活費の増加費用を含む。）の

算定に当たっては、避難者の住居があった地域に応じて、

以下のとおりとする。 

①  避難指示区域見直しに伴い避難指示解除準備区域に設

定された地域については、一人月額【○万円】を目安と

する。 

②  避難指示区域見直しに伴い居住制限区域に設定された

地域については、一人月額【○万円】を目安とした上、

概ね【２年分】としてまとめて一人【○万円】の請求を

することができるものとする。但し、避難指示解除まで

の期間が長期化した場合は、賠償の対象となる期間に応

じて追加する。 

③  避難指示区域見直しに伴い帰還困難区域に設定された

地域については、一人【○万円】を目安とする。 

Ⅳ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情

がある場合を除き賠償の対象とはならないとしている「避

難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期間」は、

避難指示区域については 

【案１：【６ヶ月間】を当面の目安とする。】 

【案２：今後の状況を踏まえて判断されるべきものとする。】 

 

（備考） 

１）Ⅰ）について、中間指針第３の［損害項目］の６におい

て、精神的損害の具体的な損害額の算定期間の第２期は、

「第１期（本件事故発生から６ヶ月間）終了から６ヶ月間」

としつつ、「警戒区域等が見直される等の場合には、必要

に応じて見直す。」としていたことから、避難指示区域に

ついては避難指示区域見直しに伴い、当該見直しの時点ま

でを「第２期」とし、当該時点から終期までの期間を新た

に「第３期」とすることとした。 

２）Ⅱ）について、中間指針第３の［損害項目］の２では、

「①対象区域から避難するために負担した交通費、家財道
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具の移動費用」、「②対象区域外に滞在することを余儀な

く さ れ た こ と に よ り 負 担 し た 宿 泊 費 及 び こ の 宿 泊 に 付 随

して負担した費用」及び「③避難等対象者が、避難等によ

って生活費が増加した部分があれば、その増加費用」につ

いて、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき避難費用と認め

ている。また、中間指針第３の［損害項目］の６では、避

難等対象者が受けた精神的苦痛のうち、少なくとも「自宅

以外での生活を長期間余儀なくされ、正常な日常生活の維

持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた

精神的苦痛」及び「いつ自宅に戻れるか分からないという

不安な状態が続くことによる精神的苦痛」は賠償すべき損

害と認めている。この場合、上記①及び②は実費を損害額

とし、上記③は原則として上記の精神的損害と合算した一

定の金額をもって両者の損害額とすることが、それぞれ合

理的な算定方法であるとされている。 

３）Ⅱ）について、宿泊費等は必要かつ合理的な範囲で賠償

されるものであり、その額は、例えば従前の住居が借家で

あった者については、当面は宿泊費等の全額とし、一定期

間 経 過 後 は 従 前 の 家 賃 よ り 増 額 の 負 担 を 余 儀 な く さ れ た

場合の当該増額部分とすることが考えられる。また、宿泊

費等が賠償の対象となる期間は、避難指示の解除後相当期

間経過までとするのが原則であるが、例えば従前の住居が

持 ち 家 で あ っ た 者 の 居 住 し て い た 不 動 産 の 価 値 が 全 損 と

なった場合については、その全額賠償を受けることが可能

となった時期までを目安とすることが考えられる。 

４）Ⅱ）について、帰還困難区域等に住居があった者が当該

住居への帰還を断念し移住しようとする場合には、これに

伴う移動費用、生活費の増加費用等は、中間指針第３の［損

害項目］の２及び４で示した避難費用及び帰宅費用に準じ

て賠償すべき損害と認められる。また、帰還困難区域にあ

っては、長年住み慣れた住居及び地域における生活の断念

を余儀なくされたために生じた精神的苦痛が認められ、そ

の他の避難指示区域にあっても、中間指針第３の［損害項
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目］の６で示された精神的苦痛に準じて精神的損害が認め

られる。なお、避難を継続する者と移住しようとする者と

の間で、損害額及び支払方法等に差を設けないことが適当

である。 

５）Ⅲ）について、具体的な損害額の算定に当たっては、避

難の長期化に伴う「いつ自宅に戻れるか分からないという

不安な状態が続くことによる精神的苦痛」の増大等を考慮

した。この場合、避難指示解除準備区域は、比較的近い将

来に避難指示の解除が見込まれることから、これまでと同

様に月単位で算定することとした。一方、帰還困難区域は、

今 後 ５ 年 以 上 帰 還 で き な い 状 態 が 続 く と 見 込 ま れ る こ と

から、こうした長期にわたって帰還できないことによる損

害額を一括して、実際の避難指示解除までの期間を問わず

一律に算定することとしたが、この額はあくまでも目安で

あり、帰還できない期間が長期化する等の個別具体的な事

情によりこれを上回る額が認められ得る。また、居住制限

区域は、現時点で解除までの具体的な期間が不明であるも

のの、ある程度長期化すると見込まれることを踏まえ、基

本的には月単位で算定することとしつつ、被害者救済の観

点から、当面の損害額として一定期間分を想定した一括の

支 払 い を 受 け る こ と が で き る も の と す る こ と が 適 当 で あ

る。なお、同区域における損害額は、避難指示解除までの

期間が長期化した場合には、賠償の対象となる期間に応じ

て増加するが、その場合、最大でも帰還困難区域における

損害額までを概ねの目安とすることが考えられる。  

６）Ⅳ）について、 

【案１：①避難指示解除準備区域は、インフラや生活関連サ

ービスが概ね復旧し、子供の生活環境を中心とする除染作

業が十分に進捗した段階で、県、市町村、住民との十分な

協議を踏まえた上で、避難指示が解除される見込みである

こと、②一方、広い地域を対象に一律に避難指示が出され

ている区域であること、③避難者が従前の住居に戻るため

の準備にも一定の期間が必要であること等を考慮した。但
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し、現時点で実際に解除された区域はないことから、あく

までも当面の目安として示すものであり、実際には解除後

の 地 域 の 状 況 等 も 考 慮 し た 上 で 判 断 す る こ と が 適 当 で あ

る。】 

【案２：避難指示区域は、現時点で実際に解除された区域が

ないこと等から、少なくとも現時点で具体的な相当期間を

示すことは困難と判断した。】 

７）【（案２の場合）なお、相当期間を具体的に定めない場

合であっても、】当該期間経過後の「特段の事情がある場

合」については、例えば一定の医療・介護等が必要な者に

関しては解除後の地域の医療・福祉体制等を考慮し、子供

に関しては通学先の学校の状況を考慮する等、個別具体的

な 事 情 に 応 じ て 柔 軟 に 判 断 す る こ と が 適 当 で あ る 。 さ ら

に 、 多 数 の 避 難 者 に 対 し て 速 や か か つ 公 平 に 賠 償 す る た

め、避難指示の解除後相当期間経過前に帰還した場合であ

っても、原則として、個々の避難者が実際にどの時点で帰

還したかを問わず、当該期間経過の時点を一律の終期とし

て損害額を算定することが合理的である。 

 

(2) 旧緊急時避難準備区域 

 

中間指針第３の［対象区域］のうち、「(4) 緊急時避難準

備区域」については、平成２３年９月３０日に解除されてい

ること等を踏まえ、当該区域（以下「旧緊急時避難準備区域」

という。）内に住居があった者の避難費用及び精神的損害は、

次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）中間指針の第３期において賠償すべき避難費用及び精神

的損害並びにそれらの損害額の算定方法は、引き続き中間

指針第３の［損害項目］の２及び６で示したとおりとする。 

Ⅱ）中間指針の第３期における精神的損害の具体的な損害額

（ 避 難 費 用 の う ち 通 常 の 範 囲 の 生 活 費 の 増 加 費 用 を 含
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む。）の算定に当たっては、一人月額【○万円】を目安と

する。 

Ⅲ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情

がある場合を除き賠償の対象とはならないとしている「避

難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期間」は、

旧緊急時避難準備区域については平成２４年【８月末】ま

でを目安とする。但し、同区域のうち楢葉町の区域につい

ては、同町の避難指示区域について解除後「相当期間」（前

記(1)の（指針）Ⅳ））が経過した時点までとする。 

 

（備考） 

１）Ⅰ）について、旧緊急時避難準備区域の第２期は、中間

指針第３の［損害項目］の６で示したとおり、第１期（本

件事故発生から６ヶ月間）終了から６ヶ月間とし、平成２

４年３月１１日から終期までの期間を第３期とする。 

２）Ⅱ）については、「いつ自宅に戻れるか分からないとい

う不安な状態が続くことによる精神的苦痛」の増大等を考

慮した。 

３）Ⅲ）については、①この区域におけるインフラ復旧は平

成２４年３月末までに概ね完了する見通しであること、②

そ の 後 も 生 活 環 境 の 整 備 に は 一 定 の 期 間 を 要 す る 見 込 み

であるものの、平成２４年度第２学期が始まる同年９月ま

でには関係市町村において、当該市町村内の学校に通学で

きる環境が整う予定であること、③避難者が従前の住居に

戻 る た め の 準 備 に 一 定 の 期 間 が 必 要 で あ る こ と 等 を 考 慮

した。但し、現時点でこれらの事情を前提に目安として示

すものであり、今後、当該事情に変更が生じた場合は、実

際の状況を考慮して柔軟に判断することが適当である。ま

た、当該期間経過後の「特段の事情がある場合」について

は、前記(1)の（備考）の７）に同じである。 

４）楢葉町については、同町の区域のほとんどが避難指示区

域である等の特別の事情があることを考慮した。 

５）Ⅲ）について、避難指示区域と同様、中間指針の第３期
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においては、避難指示の解除後相当期間経過前に帰還した

場合であっても、原則として、個々の避難者が実際にどの

時点で帰還したかを問わず、当該期間経過の時点を一律の

終期として損害額を算定することが合理的である。なお、

第 １ 期 又 は 第 ２ 期 に お い て 帰 還 し た 場 合 や 本 件 事 故 発 生

当初から避難せずにこの区域に滞在し続けた場合は、個別

具体的な事情に応じて賠償の対象となり得る。 

 

(3) 特定避難勧奨地点 

 

中間指針第３の［対象区域］のうち、「(5) 特定避難勧奨

地点」については、解除に向けた検討が開始されていること

等を踏まえ、当該地点に住居があった者の避難費用及び精神

的損害は、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）中間指針の第３期において賠償すべき避難費用及び精神

的損害並びにそれらの損害額の算定方法は、引き続き中間

指針第３の［損害項目］の２及び６で示したとおりとする。  

Ⅱ）中間指針の第３期における精神的損害の具体的な損害額

（ 避 難 費 用 の う ち 通 常 の 範 囲 の 生 活 費 の 増 加 費 用 を 含

む。）の算定に当たっては、一人月額【○万円】を目安と

する。 

Ⅲ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情

がある場合を除き賠償の対象とはならないとしている「避

難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期間」は、

特定避難勧奨地点については【３ヶ月間】を当面の目安と

する。 

 

（備考） 

１）Ⅰ）について、特定避難勧奨地点の第２期は、中間指針

第３の［損害項目］の６で示したとおり、第１期（本件事

故発生から６ヶ月間）終了から６ヶ月間とし、平成２４年
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３月１１日から終期までの期間を第３期とする。 

２）Ⅱ）については、「いつ自宅に戻れるか分からないとい

う不安な状態が続くことによる精神的苦痛」の増大等を考

慮した。 

３）Ⅲ）については、①特定避難勧奨地点の解除に当たって

は地方公共団体と十分な協議が行われる予定であること、

②当該地点が住居単位で設定され、比較的狭い地区が対象

となるため、広範囲に公共施設等の支障が生じているわけ

ではないこと、③避難者が従前の住居に戻るための準備に

一定の期間が必要であること等を考慮した。但し、現時点

で実際に解除された地点はないことから、当面の目安とし

て示すものである。また、当該期間経過後の「特段の事情

がある場合」については、前記 (1)の（備考）の７）に同

じである。 

４）Ⅲ）について、中間指針の第３期において特定避難勧奨

地 点 の 解 除 後 相 当 期 間 経 過 前 に 当 該 地 点 の 住 居 に 帰 還 し

た場合、第１期又は第２期において帰還した場合及び本件

事 故 発 生 当 初 か ら 避 難 せ ず に 同 地 点 に 滞 在 し 続 け た 場 合

は、前記(2)の（備考）の５）に同じである。 

 

２ 営業損害  

 

中間指針第３の［損害項目］の７の営業損害は、中間指針

で示したもののほか、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）中間指針第３の［損害項目］の７の営業損害の終期は、

当面は、個別具体的な事情に応じて合理的に判断するもの

とする。 

Ⅱ）営業損害を被った事業者による早期の転業・転職や臨時

の営業・就労等が特別の努力と認められる場合には、かか

る 努 力 に よ り 得 た 利 益 や 給 与 等 を 損 害 額 か ら 控 除 し な い

等の合理的かつ柔軟な対応が必要である。 
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（備考） 

１）Ⅰ）の営業損害の終期は、突然かつ広範囲に被害が生じ

たという本件事故の特殊性、営業損害を被った事業者の多

様性等にかんがみれば、少なくとも現時点で具体的な目安

を一律に示すことは困難であり、当面は個別具体的な事情

に応じて合理的に判断することが適当である。なお、営業

損害の終期は、専らⅠ）により判断されるものであって、

これとは別に、避難指示等の解除、同解除後相当期間の経

過、避難指示等の対象区域への帰還等によって到来するも

のではない。 

２）具体的な終期の判断に当たっては、①基本的には被害者

が従来と同じ又は同等の営業活動を営むことが可能となっ

た日を終期とすることが合理的であること、②一方、被害

者の側においても、本件事故による損害を可能な限り回避

し又は減少させる措置を執ることが期待されており、一般

的には事業拠点の移転や転業等の可能性があると考えられ

ること等を考慮するものとする。また、例えば公共用地の

取得に伴う損失補償基準等を当該判断の参考にすることも

考えられるが、その場合には、本件事故には、突然かつ広

範囲に被害が生じた上、避難した者が避難指示解除後に帰

還する場合があること等、土地収用等と異なる特殊性があ

ることにも留意する必要がある。 

３）Ⅱ）について、営業損害を被った事業者において、本件

事故後の営業・就労（早期の転業・転職や臨時の営業・就

労を含む。）によって得られた利益や給与等があれば、こ

れらの営業・就労が本件事故がなければ従前の事業活動に

仕向けられていたものである限り、損害額から控除するの

が原則と考えられる。しかしながら、本件事故には突然か

つ広範囲に多数の者の生活や事業等に被害が生じたという

特殊性があり、被害者が営業・就労を行うことが通常より

困難な場合があり得る。また、これらの営業・就労によっ

て得られた利益や給与等を一律に全て控除すると、こうし
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た営業・就労をあえて行わない者の損害額は減少しない一

方、こうした営業・就労を行うほど賠償される損害額は減

少することになる。このため、当該利益や給与等について、

一定の期間又は一定の額の範囲を「特別の努力」によるも

のとして損害額から控除しない等の「合理的かつ柔軟な対

応」が必要である。 

 

３ 就労不能等に伴う損害 

 

中間指針第３の［損害項目］の８の就労不能等に伴う損害

は、中間指針に示したもののほか、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）中間指針第３の［損害項目］の８の就労不能等に伴う損

害の終期は、当面は、個別具体的な事情に応じて合理的に

判断するものとする。 

Ⅱ）就労不能等に伴う損害を被った勤労者による早期の転職

や臨時の就労等が特別の努力と認められる場合には、かか

る努力により得た給与等を損害額から控除しない等の合理

的かつ柔軟な対応が必要である。 

 

（備考） 

１）Ⅰ）の就労不能等に伴う損害の終期についての考え方は、

基本的には前記２の（備考）の１）及び２）に同じである。

但し、その終期は、一般的には営業損害の終期よりも早期

に到来すると考えられることも考慮するものとする。 

２）Ⅱ）について、「特別の努力」に係る「合理的かつ柔軟

な対応」の考え方は、基本的には前記２の（備考）の３）

に同じである。 

 

４  財物価値の喪失又は減少等 

 

中間指針第３の［損害項目］の１０の財物価値の喪失又は
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減少等は、中間指針で示したもののほか、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）帰還困難区域内の不動産に係る財物価値については、本

件事故発生直前の価値を基準として本件事故により１００

パーセント減少（全損）したものと推認することができる

ものとする。 

Ⅱ）居住制限区域内及び避難指示解除準備区域内の不動産に

係る財物価値については、避難指示解除までの期間等を考

慮して、本件事故発生直前の価値を基準として本件事故に

より一定程度減少したものと推認することができるものと

する。 

 

（備考） 

１）Ⅰ）について、財物価値の喪失又は減少等については、

中間指針第３の［損害項目］の１０において「現実に価値

を喪失し又は減少した部分」を賠償すべき損害と認めてい

るが、特に帰還困難区域内の不動産については、５年以上

の長期間にわたり立入りが制限され使用ができないこと等

の特別の事情があり、当面は市場価値が失われたものと観

念することができる。このため、迅速な被害者救済の観点

から、当該不動産に係る財物価値が本件事故発生直前の価

値を基準として１００パーセント減少（全損）したものと

推認することによって、本件事故直前の価値の全額を賠償

対象とすることができるものとする。 

２）Ⅱ）について、居住制限区域内及び避難指示解除準備区

域内の不動産に係る財物価値についても、帰還困難区域内

の不動産に準じ、一定期間使用ができないこと等を踏まえ、

その価値減少分を客観的に推認することによって、当該減

少分を賠償対象とすることができるものとする。 

３）「本件事故発生直前の価値」は、例えば居住用の建物に

あっては同等の建物を取得できるような価格とすることに

配慮する等、個別具体的な事情に応じて合理的に評価する
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ものとする。 

４）賠償後に東京電力株式会社の費用負担による除染、修理

等によって価値が回復した場合には、当事者間の合意によ

りその価値回復分を清算することが考えられる。 

５）中間指針第２の４で示したように、地震・津波による損

害については賠償の対象とはならないが、本件事故による

損害か地震・津波による損害かの区別が判然としない場合

もあることから、合理的な範囲で、「原子力損害」に該当

するか否か及びその損害額を推認することが考えられると

ともに、東京電力株式会社には合理的かつ柔軟な対応が求

められる。 

 

 

第３ 自主的避難等に係る損害について  

 

第 一 次 追 補 に お い て 示 し た 自 主 的 避 難 等 に 係 る 損 害 に つ い

て、平成２４年１月以降に関しては、次のとおりとする。 

 

（指針） 

Ⅰ）少なくとも子供及び妊婦については、個別の事例又は類

型毎に、放射線量に関する客観的情報、避難指示区域との

近接性等を勘案して、放射線被曝への相当程度の恐怖や不

安を抱き、また、その危険を回避するために自主的避難を

行うような心理が、平均的・一般的な人を基準として合理

性を有していると認められる場合には、賠償の対象となる。 

Ⅱ）Ⅰ）によって賠償の対象となる場合において、賠償すべ

き損害及びその損害額の算定方法は、原則として第一次追

補第２の［損害項目］で示したとおりとする。具体的な損

害額については、同追補の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害

の内容に応じて、合理的に算定するものとする。 

 

（備考） 

１）第一次追補は、自主的避難等に係る損害について、一定
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の区域を設定した上で、同区域に居住していた者に少なく

とも共通に認められる損害を示した。これは、東京電力株

式会社福島第一原子力発電所の状況が安定していない等の

状況下で、本件事故発生時から平成２３年１２月末までを

対象期間として算定したものである。その際、平成２４年

１月以降に関しては、今後、必要に応じて賠償の範囲等に

ついて検討することとした。 

２）これを受けて第二次追補では、平成２４年１月以降に関

しては、①第一次追補とは、前提となる状況が全般的に異

なること、②他方、少なくとも子供及び妊婦の場合は、放

射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識され

ていると考えられること等から、第一次追補の内容はその

まま適用しないが、個別の事例又は類型によって、これら

の者が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱き、また、

そ の 危 険 を 回 避 す る た め に 自 主 的 避 難 を 行 う よ う な 心 理

が、平均的・一般的な人を基準として合理性を有している

と認められる場合には賠償の対象とすることとする。 

 

 

第４ 除染等に係る損害について  

 

 除染等に係る損害は、中間指針で示したもののほか、次のと

おりとする。 

 

（指針） 

本件事故に由来する放射性物質に関し、必要かつ合理的な

範囲の除染等（汚染された土壌等の除去に加え、汚染の拡散

の防止等の措置、除去土壌の収集、運搬、保管及び処分並び

に汚染された廃棄物の処理を含む。）を行うことに伴って必

然的に生じた追加的費用、減収分及び財物価値の喪失・減少

分は、賠償すべき損害と認められる。 

 

（備考） 
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平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地

震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法（以下「特別措

置法」という。）第四十四条第一項においては、「事故由来

放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づ

き講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律（昭和

三十六年法律第百四十七号）第三条第一項の規定により関係

原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとし

て、当該関係原子力事業者の負担の下に実施されるものとす

る。」と規定されているが、特別措置法に基づく措置に直接

要する経費のみならず当該措置に伴う財物損壊や営業損害等

を含め、同法第四十四条第一項の対象となるか否かにかかわ

らず、上記（指針）に該当するものは原子力損害として賠償

の対象となる。 

 

 

（以上） 
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